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まちづくりに関するアンケート

農林部会懇話会、観光部会懇話会

商工会関係懇話会

1. 誰もが住宅を確保しやす
い環境の整備
2. 移住に至る各段階に応じ
た支援施策の展開
3. 広域交通網の充実
4. 観光資源の磨き上げ
5. 外国人観光客が訪れやす
い観光地づくり

1. ライフステージに応じた切
れ目のない支援
2. 子育て支援策の充実
3. 子育てと仕事の両立支援
4. 特色ある教育の展開

1. 多世代交流・多機能型拠
点の整備
2. 地域公共交通網の充実・
再編
3. 地域社会の再生
4. 広域連携の推進
5.感染症対策の強化

３．結婚・出産・
子育ての

希望をかなえる

４．安心な暮らしを
守り続ける

本総合戦略に係る事業によ
る雇用創出数：60人（計画期
間5年間の累計）

人口の社会減：50人
観光入込客数：957,000人
（令和7年の年間の人数）

合計特殊出生率：1.31（令和
3～令和7年の5年間の平均）

65歳平均自立期間：男女とも
延伸（令和7年の調査結果）

施策の基本的方向

1. 多様な働く場の創出
2. 地元就職・ＵＩＪターンの促
進
3. 特産品の開発・育成によ
る経済活性化・働く場の創出

数　　値　　目　　標

課　題 可能性課　題 可能性 課　題 可能性 課　題 可能性

基　　本　　目　　標

１．産業を活性化し、
働く場を創る

２．「住みたい」・
「訪れたい」と

思う魅力を創る

本町の特性・強み 本町を取り巻く環境 4 地域が一体となって取り組む

5 ＰＤＣＡサイクルを導入する

産業・雇用 定住・交流 結婚・子育て 人口構造・財政

3 直接的な効果のある施策を講じる

6 広域連携を促進する

課　　題　・　可　能　性

2 本町の特性や強みを生かす

企業連絡協議会懇話会

令和7
（2025）
年度

子育て世代懇話会
令和3

（2021）
年度

令和4
（2022）
年度

令和5
（2023）
年度

令和6
（2024）
年度大多喜町子ども会育成会連絡協議会懇話会

15歳以上の住民
転入者・転出者 定住化等に関するアンケート

1 中長期的かつ総合的な施策を講じる

大多喜町総合戦略

総合戦略の位置づ

人口減少問題の克服・持続可能なまちづくり

策定・推進にあたっての

基本方針
対象期間

アンケート

懇話会

人口動向分析

大多喜町人口ビジョン

人口の将来展望

・人口減少、少子高齢化が進行。

・合計特殊出生率は、国、県を下

回っている。

・年少人口比率は、国、県を下回

り、老年人口比率は、国、県を大

幅に上回っている。

過去4年間の平均合計特殊出生率1.10を、令和35（2055）年までに段階的に2.10まで上昇させ

るとともに、令和42（2060）年において8,000人の人口を維持することを目標とする。

アンケート調査、各
種懇話会の結果、

本町の特性・強み、

本町を取り巻く環境、
人口動向分析（下

記）を、課題と可能

性に分けて整理。

具体的な施策の展開

重要業績評価指標（ＫＰＩ）により施策効果を検証 Ｐ→Ｄ→Ｃ→Ａサイクルの導入

出所:平成27(2015)年 国勢調査、合計特殊出生率の推移(千葉県健康福祉指導課)

41.1%

合計特殊出生率 1.24 1.40 1.70 2.00 2.10

高齢化率 40.8% 42.3% 42.7% 42.1%

令和42
（2060）年
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令和32
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結婚・出産・子育て、教育、住宅、移
住、産業、観光、交通等の計画や・施策

人口減少対策

【計画期間：平成28年度～令和7年度】

大多喜町第３次総合計画
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I. 総合戦略の概要 

 

1. 総合戦略策定の趣旨 

 国では、地方の若い世代が、過密で出生率の低い東京圏等の大都市部に流出することが、全国

的な人口減少や地域経済の縮小につながっているとの認識の下、「東京一極集中の是正」、「若い世

代の就労・結婚・子育ての希望の実現」、「地域特性に即した地域課題の解決」の３つの視点から

人口、経済、地域社会の課題に対して一体的に取り組むことが重要であるとし、平成 26 年（2014

年）に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、「総合戦略」を定めて地方創生への取組を

スタートしました。 

 しかしながら、地方創生の開始以降も東京一極集中は更に加速するとともに、全国の合計特殊

出生率は過去最低を更新し続けるなど、全国的に見て厳しい状況となっています。 

本町においても、若い世代における進学や就職、結婚等を契機とした流出や、出生率の低迷を

主因として、人口減少が続いており、その対策として、住民の子育て・住宅取得等の支援や移住

促進など、様々な施策を講じてきました。こうした施策は一定の成果を上げてきましたが、本町

における人口減少や少子高齢化は、今後も続く見通しとなっています。 

人口減少は地域経済の縮小を呼び、地域経済の縮小は住民の経済力の低下につながり、地域社

会の様々な基盤の維持を困難とします。こうした負のスパイラル(悪循環の連鎖)を断ち切るため

には、住民をはじめ、行政、事業者、各種団体など、地域社会を構成するすべての主体が一体と

なって問題意識を共有し、これまでにない危機感とスピード感を持って、人口減少対策と本町経

済の活性化に取り組む必要があります。 

この「総合戦略」は、策定してから５年を経過し終期を迎えており、総合戦略の検証と見直し

を行うとともに、人口減少対策には長期的で継続的な取組が必要であることから、国では第２期

の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を新たに定めて、課題解決に取り組んでおります。 

 そこで、国の第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を踏まえ、本町においても、町民が安

心して子どもを産み育てられる環境が整った、持続可能なまちを実現するための指針として、「第

２期大多喜町総合戦略」を策定します。 

 

 

大多喜町総合戦略  人口減少問題の克服・持続可能なまちづくり 

 

 

2. 総合戦略の対象期間 

本総合戦略の対象期間は、令和 3(2021)年度から令和 7(2025)年度までの５年間とします。 
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年度
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3. 総合戦略の位置づけ 

(1) 総合計画との関係 

本総合戦略は、人口減少を克服し持続可能なまちを創ることを目的としていますが、町の最上

位の計画である総合計画は、こうした目的を含む本町の総合的な振興・発展を目的とした計画で

す。 

平成 28(2016)年度を初年度とする大多喜町第３次総合計画における、人口減少への対応に関す

る施策については、本総合戦略において先行的に立案した施策を踏まえて策定していくものとし

ます。 

(2) 他の個別計画との関係 

人口減少の克服に向けては、結婚・出産・子育て、教育、住宅、移住、産業、観光、交通など、

多様な視点からの対応が求められることから、本総合戦略は、これらの分野の個別計画や施策と

整合を図りながら立案し、推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 総合戦略 

 まち・ひと・しごと創生法第 10条第１項に規定される市町村まち・ひと・しごと創生総合

戦略として策定するものです。 

 対象期間は、令和 3（2021）年度から令和 7（2025）年度までの５年間とします。 

 総合戦略は、基本方針、基本目標、施策の基本的方向、具体的な施策で構成します。 

 本総合戦略の推進に当たっては、基本目標に係る数値目標や具体的な施策に係る重要業績評

価指標の達成度により進捗を管理するとともに課題を抽出し、改善の動きにつなげる「ＰＤ

ＣＡサイクル」を導入します。 

 

 

 

  

総合
戦略

結婚・出産・子育て、教育、住宅、移
住、産業、観光、交通等の計画や・施策

人口減少対策

【計画期間：平成28年度～令和7年度】

大多喜町第３次総合計画
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II. 総合戦略の策定・推進に当たっての基本方針 

本総合戦略の策定及び推進に当たっては、人口減少の克服・持続可能なまちづくりを確実に実

現するため、次の６つの基本方針に基づき、取り組むこととします。 

 

 

 

 

1. 中長期的かつ総合的な施策を講じる 

 人口減少は構造的な問題であるため、人口減少と地域経済縮小の負のスパイラルを断ち切るた

めには、対症療法的な対応では不十分であることから、本総合戦略では問題発生の原因に対する

中長期的かつ総合的な施策を講じていくこととします。 

 

2. 本町の特性や強みを生かす 

 人口減少や高齢化は全国的に進行しており、今後、移住者や観光客、企業の誘致等に関する地

域間の競争が激しくなることが予想されますが、本町には様々な特性や強みがあることから、そ

れらを更に磨き上げた上で、効果的に活用した施策を立案し、本町独自の「特徴ある発展」を目

指します。 

 

3. 直接的な効果のある施策を講じる 

 限られた財源や時間の中で、最大限の成果を上げるため、人口の流出抑制や移住者の増加、働

く場の創出、安心なまちづくり等に直接的な効果がある施策を立案し、集中的に実施することと

します。 

 

1.中長期的かつ
総合的な施策を

講じる

2.本町の特性や
強みを生かす

3.直接的な効果
のある施策を講

じる

4.地域が一体と
なって取り組む

5.ＰＤＣＡサイ
クルを導入する

6.広域連携を促
進する

大多喜町 

総合戦略 
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4. 地域が一体となって取り組む 

 住民や事業者、各種団体など地域社会を構成するすべての主体に対し、まちづくりに関する情

報を積極的に発信し、問題意識を共有した上で、地域が一体となって課題に取り組むこととしま

す。 

 

5. ＰＤＣＡサイクルを導入する 

 各施策には、原則としてＰＤＣＡサイクル1の下に具体的な数値目標を設定し、政策効果を客観

的な指標により検証し、必要な改善等を行います。 

 

6. 広域連携を促進する 

 多様化する住民ニーズや社会・経済情勢の変化を的確に把握し、柔軟かつ効率的な行政運営を

行うために、他の市町村との連携を促進します。 

 

 

 

 

  

                             
1ＰＤＣＡサイクル：計画(plan)→実行(do)→評価 (check)→改善(action)という 4段階の活動

を繰り返し行なうことで、継続的に改善していく手法のこと。 
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III. 基本目標・施策の基本的方向・具体的な施策 

本総合戦略の策定に当たり実施した人口動向の分析、アンケート調査、各種懇話会の結果や、

本町の特性や強み、本町を取り巻く環境を、課題と可能性に分けて整理し、これらに基づいて、

本総合戦略の基本目標を次のとおり設定します。 

また、各基本目標を達成するための施策の方向性を定めるとともに、施策の効果を検証するた

めの数値目標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課　題 基本目標

産
業
・
雇
用

・農業従事者の後継者不足、高齢化により遊休農地が増加している
・山林の荒廃が進み有害獣による作物の被害も増加しており対策が
必要である
・本町からの転出者の転出の理由で「転勤・転職・就職」が46.4%と半
数近くを占めている
・商工業が低迷している(小売販売額や工業出荷額が減少傾向)
・地元に志望する企業・職種がないことから、地元で就職したいと思わ
ない若者の割合が多い
・資金や技術不足、作物の生産不良などから新規就農者が離職する
ケースが多い

地域産業を活性化し、安
心して働く場を創る

定
住
・
交
流

・若い世代を中心に人口の流出が続いている（茂原市、千葉市、市原
市、いすみ市、東京都が主な転出先）
・住宅地として使える土地が少ない
・交通利便性の改善、商業施設・飲食店の充実を望む声が多い
・住民アンケートから「若者の定住化のための住宅施策」、「交通の便
の充実」について重要度が高いと感じるが満足度が低い結果である
・購入・賃貸しやすい住宅や住宅地の整備、通勤や通学にかかる交通
費の補助、医療や福祉の充実、児童公園や公園の整備を求める声が
多い
・空き家はあっても貸したがらない所有者が多い
・本町からの転出者の転出の理由で「住宅の都合」は13.7％と数値が
高い
・本町からの転出者が定住化するために望む支援は「住宅や住宅用
地整備への支援」が多くなっている
・効果的な情報発信が十分ではなく、町としてのブランド力が弱い
・町内の旅館等では、言葉の問題により積極的には外国人観光客を
誘致できていない

「住みたい」・「訪れたい」
と思う魅力を創る

結
婚
・
子
育
て

・合計特殊出生率は、全国や千葉県の水準を下回って推移しており、
結婚支援の取組みが必要である
・少子化が年々進行しており、平成27年国勢調査の年少人口比率は
8.8％と、国(12.6％)や県(12.4％)の数値を下回っている
・未婚率が男女とも上昇傾向にある
・産婦人科・小児科の充実や病児・病後児保育の充実を求められてい
る
・出産祝金など子育て世代への経済的支援策の情報発信を強化する
必要がある
・３歳未満児の保育園利用や休日保育の利用が増加傾向にある

結婚・出産・子育ての希
望をかなえる

人
口
構
造
・
財
政

・高齢化が年々進行しており、平成27年国勢調査の高齢化率は
39.4％と、国(26.6％)や県(25.9％)の数値を大幅に上回っている
・今後、生産年齢人口の減少に伴い町税収入の減少が見込まれる一
方、高齢化の進行により社会保障関係費用の増加が予想されること
から、財政運営の厳しさが増していくことが懸念されている

安心して暮らすことが出
来る地域を創る

１

２

３

４
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基本目標１ 産業を活性化し、働く場を創る 

 

若者の転出が続いている状況のある本町においては、若者をはじめ、あらゆる世代の方の働く

場を確保し、人口の流出に歯止めをかけていく必要があります。そのためには、地域の特性を踏

まえた産業の振興や企業誘致に取り組むとともに、新たな雇用の創出を含めた多様な働く場の

創出を図り、安心して働くことができる環境づくりに取り組んでいきます。 

 

【数値目標】 

指 標 現状値 目標値 

本総合戦略に係る事業による雇用

創出数 
― 60人  

計画期間 5年間の累

計 

 

【施策の基本的方向１】 多様な働く場の創出 

優良企業等の誘致や既存企業の規模拡大の支援、創業支援、就農支援等により、様々な業種・

職種の働く場の創出を図ります。 

 

【具体的な施策】 

基本目標を達成するため、基本目標ごとに設定した施策の基本的方向に沿って、次に掲げる具

体的な施策を展開します。 

各施策には、原則として重要業績評価指標(ＫＰＩ＝Key Performance Indicator)を設定し、

施策の効果を客観的に検証できるようにします。 

具 体 的 な 施 策 １－１－１ 空き家等を活用した起業支援事業 

事 業 概 要 
空き家や空き地を活用して開業する場合に、起業者に対し１件当たり

７５万円を限度に助成を行う。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 １店舗の開業／年 

担 当 課 商工観光課 

 

具 体 的 な 施 策 １－１－２ 社会福祉団体助成事業（シルバー人材センター） 

事 業 概 要 
 シルバー人材センター運営に関する経費の補助をする事により高齢者

の就業機会の充実を図る。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 前年度と比較してシルバー人材センターの就業者数の増 

担 当 課 健康福祉課 
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具 体 的 な 施 策 １－１－３ 青年就農者確保育成給付事業 

事 業 概 要 

 農業従事者の高齢化が進む中、青年の新規就農者及び経営継承者の育

成のため、技術の習得に必要な一定期間の所得確保等を図り、青年の就

農意欲の喚起と就農後の定着を目指す。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 青年就農者数 １人以上／年 

担 当 課 農林課 

 

具 体 的 な 施 策 １－１－４ 農地所有適格法人等の誘致事業 

事 業 概 要 
農業生産法人等の誘致を積極的に図るとともに、農業経験者の雇用の

場を確保する。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 生産法人誘致 ２件 

担 当 課 農林課 

 

具 体 的 な 施 策 １－１－５ 森林整備事業 

事 業 概 要 
町有林等の伐採や枝打ちなど適正な維持管理をするとともに、担い手

の育成を図り、従事者を確保していく。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 新規従事者 ２人／年 

担 当 課 農林課 

 

具 体 的 な 施 策 １－１－６ 企業誘致及び雇用促進事業 

事 業 概 要 
事業所の新設や増設又は移設を行う者に対して、必要な奨励措置を講

ずることにより、本町の産業の振興と雇用の促進を図るため支援する。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 新規雇用者数 ５人／年 

担 当 課 商工観光課 
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【施策の基本的方向２】 地元就職・ＵＩＪターンの促進 

関係機関との連携の下、求人情報の収集・提供や事業者の採用活動の支援等を行うことによ

り、地元就職やＵＩＪターンを促進します。 

 

具 体 的 な 施 策 １－２－１ 就職情報案内事業 

事 業 概 要 

 大学等への進学によって町外へ転出した学生等へ、町内の主な企業紹

介及び移住に関する各種支援制度や町の情報を掲載したチラシを提供す

る。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 案内希望者 ２０人／年 

担 当 課 商工観光課、企画課 

 

 

【施策の基本的方向３】 特産品の開発・育成による経済活性化・働く場の創出 

本町の豊富な農林資源等を生かした新たな特産品づくりや既存の特産品の育成に取り組むこ

とにより、地域経済の活性化や働く場の創出を図ります。 

 

具 体 的 な 施 策 １－３－１ 農産物特産品の開発 

事 業 概 要  農産物の長期保存化を図り、町の特産品や加工品を研究開発する。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 特産品の開発 ２品 

担 当 課 農林課 

 

具 体 的 な 施 策 １－３－２ 町土産品の開発 

事 業 概 要 
 大多喜城やおたっきー、本多忠勝、忠朝、ユネスコ等の観光資産を題

材とした町の土産品を開発する。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 土産品の開発 ３品 

担 当 課 商工観光課 

 

具 体 的 な 施 策 １－３－３ 特産物生産農家の育成支援 

事 業 概 要 

 町の特産品である「たけのこ」の生産量が減少しているため、生産農

家及び竹林所有者の意見を参考に竹林の集積等を図り、生産量増加へ繋

げていく。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 たけのこ生産量  ５ｔ／年の増 

担 当 課 農林課 
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具 体 的 な 施 策 １－３－４ 新規作物を活用した産業活性化事業 

事 業 概 要 

耕作が放棄された農地に、景観作物を植栽し観光客の誘致を促す見せ

る農業と獣害の被害を受けにくい作物の栽培による特産物の開発及び収

穫物の六次化を推進し、農業及び観光産業の活性化を図る。 

事 業 期 間 令和４年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 農地再生面積 

担 当 課 農林課 

※１－３－４（令和４年１２月２７日追記）  
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基本目標２ 「住みたい」・「訪れたい」と思う魅力を創る 

 

本町では、定住人口のみならず昼間人口の減少も続いていますが、地域経済や町の財政を将来

にわたって持続可能なものとするためには、「ひと」の流れを創り出し、「しごと」が「ひと」を

呼ぶ、「ひと」が「しごと」を呼び込むような、「しごと」と「ひと」の好循環を図り、一定の定

住人口・交流人口を維持していくことが求められます。そこで、本町に住む人・移住を検討する

人が本町に住み続けたい・住んでみたいと思う魅力を創り、本町の豊かな地域資源を磨き上げ、

本町を訪れたいと思う魅力を創ることにより、人口流出の抑制、移住の促進、交流人口の増加を

図ります。 

 

【数値目標】 

指 標 現状値 目標値 

人口の社会減 
64人 

（平成 30年） 
50人 

令和 7年の年間の 

人数 

観光入込客数 
912,237人 

（令和元年） 
957,000人 

令和 7年の年間の 

人数 

 

 

【施策の基本的方向１】 誰もが住宅を確保しやすい環境の整備 

民間活力の導入による分譲及び賃貸の住宅・宅地の供給促進や、住宅建設・宅地取得に関する

支援制度の利用促進、空き家の活用等により、本町の住民も町外からの移住者も、誰もが住宅を

確保しやすい環境を整備します。 

 

具 体 的 な 施 策 ２－１－１ 空き家対策事業 

事 業 概 要 

町内に点在している賃貸や売却可能な物件を空き家バンクへ登録し、

移住希望者へ情報提供することで定住人口の増加を図る。 

また、空き家内に残存する家財道具等の撤去費用の一部補助も実施

し、新規空き家物件の登録を促進する。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 空き家バンクの年間成約件数 １０件／年 

担 当 課 企画課 
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具 体 的 な 施 策 ２－１－２ 空き家利用促進事業 

事 業 概 要 

空き家バンクに登録された物件所有者（大家又は購入者）が、町内業

者を利用しリフォーム工事を実施した場合に工事費用の 1/3以内で上限

100万円とする空き家利用促進奨励金を活用し、空き家の利用促進を図

る。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 空き家利用促進奨励金交付実績 ２件／年 

担 当 課 企画課 

 

具 体 的 な 施 策 ２－１－３ 定住化対策住宅助成事業 

事 業 概 要 

町内に新築住宅を取得し定住される方へ基本額に、町内業者、町外か

らの移住、地材等を加算して助成を行う。自己が居住する住宅を、町内

業者の施工によりリフォームする場合に助成を行う。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 
住宅取得奨励金   ２０件/年 

リフォーム奨励金 ２０件/年 

担 当 課 建設課 

 

具 体 的 な 施 策 ２－１－４ 宅地分譲事業 

事 業 概 要 

町が分譲する船子城見ヶ丘団地を購入の方へ１区画につき５００万円

の補助をすることや、その他の分譲地についても分譲を推進し、定住人

口の増加を図る。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 ５区画 

担 当 課 建設課 
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【施策の基本的方向２】 移住に至る各段階に応じた支援施策の展開 

地方への移住希望者に本町を選んでもらえるよう、移住希望者が本町に関心を持ち、風土や生

活実態に関する知識を得て、職や住宅を確保し、実際に移住し定着に至るまで、各段階に応じた

きめ細やかな支援施策を展開します。 

 

具 体 的 な 施 策 ２－２－１ 大多喜の冊子発行事業 

事 業 概 要 

大多喜町で自分らしく働き、笑い、育む人たちの日々の暮らしを見つ

め、観光ガイドとは一線を画した「大多喜で生きる」ことの風景を記録

する移住者の視点で紹介する内容の冊子を発行する。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 
５，０００冊発行／年（ＱＲコード・アンケート掲載） 

ＱＲコード・アンケート回収 ２５０件／年 

担 当 課 生涯学習課 

 

具 体 的 な 施 策 ２－２－２ シティプロモーション事業 

事 業 概 要 

町民の大多喜への愛着や誇りを醸成するとともに対外的な認知度や地

域イメージを向上させるため、ロケーションサービスなどの事業を推進

し定住人口の増加を図る。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 ロケ受け入れ件数の増加 

担 当 課 商工観光課 

 

具 体 的 な 施 策 ２－２－３ 廃校活用事業 

事 業 概 要 
学校統合により廃校となった施設を有効に活用するため、事業者募集

し、地域の活性化や雇用の促進を図る。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 廃校施設の活用 

担 当 課 企画課、財政課、商工観光課 

 

具 体 的 な 施 策 ２－２－４ 中等教育学校誘致事業 

事 業 概 要 
快適でゆとりある教育環境の充実を図るため、中学、高校の６年間の

一貫教育による中等教育学校を誘致し地域の活性化を図る。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 中等教育学校の誘致 

担 当 課 教育課 
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【施策の基本的方向３】 地域資源の磨き上げ 

観光・レクリエーション拠点や祭り・イベントはもとより、景観や観光事業者、町民のホスピ

タリティー(もてなしの心)、観光ＰＲ媒体に至るまで、観光客が触れるあらゆる対象を本町の持

つ観光資源ととらえ、これらを一つ一つ磨き上げることにより、観光客数の増大を図ります。 

 

具 体 的 な 施 策 ２－３－１ 遊歩道整備事業 

事 業 概 要 
自然と親しめる場を提供し観光客の増加を図り、地域の活性化を目的

とした整備を推進する。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 令和５年３月までの完成 

担 当 課 商工観光課 

 

具 体 的 な 施 策 ２－３－２ 街並み整備地区の修景整備事業 

事 業 概 要 
歴史的な街並みの景観整備を図るため、建築物等の修理・修景に係る

経費の一部を支援し、房総の小江戸としてのまちづくりに資する。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 街並み整備地区の修景 １件／年 

担 当 課 商工観光課 

 

具 体 的 な 施 策 ２－３－３ 大河ドラマ誘致事業 

事 業 概 要 
NHKの大河ドラマを誘致することにより、全国に大多喜町を PRするた

めの活動を支援し、大河ドラマ化を目指す。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 誘致署名数の増加    誘致活動 ３回以上／年 

担 当 課 商工観光課 

 

具 体 的 な 施 策 ２－３－４ 観光レクリエーション振興事業 

事 業 概 要 
お城まつり、紅葉まつり、たけのこまつり等のイベントを支援するこ

とにより、房総のまつりとしての定着を図る。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 観光入込客数の増加 

担 当 課 商工観光課 
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具 体 的 な 施 策 ２－３－５ いすみ鉄道沿線観光推進事業 

事 業 概 要 
いすみ鉄道沿線の植栽、県民（体験）農園、ハイキングコースの設定

等を、いすみ鉄道、観光協会、地域住民とともに推進する。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 １箇所以上の実施 

担 当 課 企画課、商工観光課、農林課 

 

具 体 的 な 施 策 ２－３－６ 広域連携による観光振興事業 

事 業 概 要 

 近隣自治体と広域連携することで観光メニューが広がり、都市部や国

内外からの観光誘客による交流人口の更なる増加および相乗効果による

観光振興を図る。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 観光入込客数の増加 

担 当 課 商工観光課 

 

具 体 的 な 施 策 ２－３－７ アーバンスポーツ施設整備・運営事業 

事 業 概 要 

 大多喜町の新たな魅力の創出や多様化するスポーツ需要に対応するた

めにアーバンスポーツ（スケートボード、サイクル競技）に対応した施

設を整備・運営し、交流人口の増加を図る。 

事 業 期 間 令和５年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 アーバンスポーツ（スケートボード、サイクル競技）人口の増加 

担 当 課 生涯学習課 

※２－３－７（令和４年１２月２７日追記） 
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【施策の基本的方向４】 観光客が訪れやすい観光地づくり 

観光客が興味を持つ観光資源の掘り起こしや磨き上げ、ホームページの充実や観光案内看板

の外国語対応、外国語が話せるガイドの養成等により、誰もが訪れやすい観光地づくりを推進し

ます。 

 

 

具 体 的 な 施 策 ２－４－１ 観光施設の整備事業 

事 業 概 要 
スムーズな移動のサポートと混雑緩和に向け、観光案内看板や駐車場

の整備を進める。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 観光案内看板３か所以上    駐車場整備１箇所 

担 当 課 商工観光課 

 

具 体 的 な 施 策 ２－４－２ 外国人観光客に配慮した環境づくり 

事 業 概 要 
外国語標記による案内看板やパンフレット等の整備を行い、外国人観

光客を受け入れるための環境整備を図る。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 案内看板３箇所以上の改修 

担 当 課 商工観光課 
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本町では、合計特殊出生率が、全国や千葉県の平均を下回って推移しており、少子高齢化が更

に進んでおります。そこで、若い世代の結婚したい、子どもを持ちたいという希望の実現に向け、

結婚・出産から子どもの自立までを一貫して支援し、若い世代が安心して結婚、出産、子育てが

できる環境を整備します。 

 

【数値目標】 

指 標 現状値 目標値 

合計特殊出生率 

1.112 

(平成 28～令和 2年の

過去 5年間の平均) 

1.31 
令和 3～令和 7年の

5年間の平均 

 

【施策の基本的方向１】 ライフステージに応じた切れ目のない支援 

関係機関や地域との連携の下、出会い・結婚・妊娠・出産・子育ての各ライフステージに応じ

た切れ目のない支援を推進します。 

 

具 体 的 な 施 策 ３－１－１ 結婚支援のための拠点づくり事業 

事 業 概 要 
若者を対象とした拠点を中央公民館内につくり、仲間づくりや交流を

通して多くの出会いの機会を提供する。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 
各事業への参加者数 男８人、女８人以上 

婚姻２組（累計） 

担 当 課 生涯学習課 

 

具 体 的 な 施 策 ３－１－２ 結婚活動支援事業 

事 業 概 要 
 結婚新生活のための準備資金の不安を解消し、結婚の希望を叶えるた

め、結婚後の新生活の費用を補助する。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 結婚新生活支援事業補助金 ５世帯／年 

担 当 課 企画課 

 

 

 

基本目標３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる 



 

18 

 

具 体 的 な 施 策 ３－１－３ 子育て世代支援事業 

事 業 概 要 
 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する悩みに対

し、切れ目のない支援体制を構築する。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 出生数 ２５人／年 

担 当 課 健康福祉課 

 

具 体 的 な 施 策 ３－１－４ 妊婦・出産包括支援事業 

事 業 概 要 
産前・産後の心身の不調に対する相談支援や褥婦および新生児に対す

る保健指導等の支援をしていく。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 新生児産婦訪問／１回人以上 

担 当 課 健康福祉課 

 

 

【施策の基本的方向２】 子育て支援策の充実 

誰もが安心して子育てができるよう、保育サービスの充実や子育ての経済的負担の軽減、安心

して子育てができる環境の整備等に取り組みます。 

 

具 体 的 な 施 策 ３－２－１ 出産祝金事業 

事 業 概 要 
新生児の誕生を祝福するため祝金を支給する。 

支給額は、一人あたり 100千円 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 出生数の減少防止 ２５人／年 

担 当 課 健康福祉課 

 

具 体 的 な 施 策 ３－２－２ 入学祝事業 

事 業 概 要 
小学校入学を祝福するため地域通貨を支給する。 

支給ポイントは、入学児童一人当たり 50,000ポイント 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 小学生の転出数の減少防止 

担 当 課 健康福祉課 
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具 体 的 な 施 策 ３－２－３ 子ども医療費対策事業 

事 業 概 要  中学３年生までの保険診療分の通院及び入院医療費を助成する。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 子育て世帯への負担軽減 

担 当 課 健康福祉課 

 

具 体 的 な 施 策 ３－２－４ ひとり親家庭医療費等助成事業 

事 業 概 要 
 母子家庭の母及びその児童並びに父子家庭の父及びその児童等に対し

医療費、調剤費等の一部を助成する。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 母子・父子家庭の負担軽減  ひとり親家庭の自立促進 1人／年 

担 当 課 健康福祉課 

 

具 体 的 な 施 策 ３－２－５ 保育園管理運営事業 

事 業 概 要 

 通常保育や特別保育（延長保育、一時保育、休日保育等）の保育サー

ビスの充実及び質の向上により多様化する保育ニーズに対応するほか、

施設の適正な維持・管理に努める。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 保育園待機児童数 ０人/年 

担 当 課 教育課 

 

具 体 的 な 施 策 ３－２－６ 児童クラブ運営事業 

事 業 概 要 
 小学校の児童で放課後、家庭において保護を受けることのできない児

童に対し一定の時間生活指導等を行う。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 児童クラブ待機児童数 ０人／年 

担 当 課 教育課 

 

具 体 的 な 施 策 ３－２－７ 子育て支援センター運営事業 

事 業 概 要 
 保育園を拠点に未就園児と保護者を対象とした育児相談等を実施し育

児不安の解消および育児に関する情報を提供し子育てを支援する。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 延べ利用者数 １，２００人／年 

担 当 課 教育課 
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具 体 的 な 施 策 ３－２－８ 病児・病後児保育事業 

事 業 概 要 

 家族形態の変化により核家族化が進む中、祖父母に育児を依頼できな

い保護者が増加していることから、保護者の就労の機会を確保するた

め、病児・病後児保育の実施に向けて、地域の医療機関との連携や広域

での取り組みを図り推進する。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 関係機関との協議継続 

担 当 課 教育課 

 

具 体 的 な 施 策 ３－２－９ 高校生等医療費対策事業 

事 業 概 要  高校生等の保険診療分の通院及び入院医療費を助成する。 

事 業 期 間 令和４年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 子育て世帯への負担軽減 

担 当 課 健康福祉課 

※３－２－９（令和４年１２月２７日追記） 

 

 

【施策の基本的方向３】 子育てと仕事の両立支援 

事業者等との連携の下、ワーク・ライフ・バランスの推進や育児休業等の利用条件緩和の促進

に取り組むことにより、男性も女性も意欲と能力を生かして働きながらも、安心して子どもを産

み、育てられる環境を整備します。 

 

具 体 的 な 施 策 ３－３－１ 男女共同参画社会の推進事業 

事 業 概 要 
男女共同参画は、育児、介護などの幅広い分野に関わるため、教育機

関を通じ若年層を対象とした講演会等を開催する。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 講演会 １回開催／年 

担 当 課 企画課 
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【施策の基本的方向４】 特色ある教育の展開 

三育学院大学と連携し、本町独自の保育園から中学校までの一貫した英語教育や、町の歴史や

文化に興味を持ち郷土愛を育む教育を展開することにより、地域においても国際社会において

も活躍できる人材を育成します。 

 

具 体 的 な 施 策 ３－４－１ 特徴ある教育の展開事業（英語教室） 

事 業 概 要 

 保育園児から小学校低中学年（１年生から４年生まで）を対象に英語

教育を継続的に実施して行くことで語学力の向上を図るほか、内外にＰ

Ｒすることで定住人口の増加に結び付ける。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 参加親子数 ３０組以上／月 

担 当 課 教育課 

 

具 体 的 な 施 策 ３－４－２ 特徴ある教育の展開事業（スポーツ、音楽など） 

事 業 概 要 
 幼少期からスポーツによる体力向上、音楽などによる情操教育を通し

て心身の発育や発達を図り、バランスの取れた豊かな人間性を育む。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 実施回数 ６回／年 

担 当 課 教育課 

 

具 体 的 な 施 策 ３－４－３ 愛着心育成事業 

事 業 概 要 

城下町として栄えた大多喜の歴史に関する歴史読本を、町内の小中学

生や町民に読んでもらい、図書館や大多喜高校、三育学院大学、転入世

帯等に配付し、大多喜町への誇りと自信を持った「大多喜っ子」を育成

し、町への愛着心を深め、転出抑制、更にＵターンの推進を図る。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 転出者の減 ２人／年 

担 当 課 教育課 

 

具 体 的 な 施 策 ３－４－４ 情報化教育推進事業（小・中学校施設管理事業） 

事 業 概 要 

 児童生徒の論理的思考や情報技術についての関心を高めるため、千葉

工業大学から寄贈されたタブレット端末を活用し、プログラミング教育

の充実を図る。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 活用数 ５回以上/週 

担 当 課 教育課 
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基本目標４ 安心な暮らしを守り続ける 

 

本町では、今後、生産年齢人口の減少に伴い町税収入の減少が見込まれる一方、高齢化の進行

により社会保障関係費用の増加が予想されることから、財政運営の厳しさが増していくことが

懸念されています。そこで、多世代交流・多機能型拠点の整備、地域公共交通網の再構築、地域

社会の再生、広域連携の推進等に取り組み、地域に安心して住み続けることが可能となるまちづ

くりを進めていきます。また、行政運営の効率化や財政負担の軽減を図ることにより、様々な行

政サービスを維持し、多様なニーズや新たな行政課題にも対応できる自治体運営を進めていき

ます。 

 

【数値目標】 

指 標 現状値 目標値 

65歳平均自立期間 

男性 17.77年 延伸 令和 7年の調査結果 

女性 21.59年 延伸 令和 7年の調査結果 

※指標は、健康ちば 21（第二次）による。（平成２８年） 

※平均自立期間とは、日常が自立しており、介護を必要としない期間のこと。 

 

【施策の基本的方向１】 多世代交流・多機能型拠点の整備 

日用品・農産物・土産物等の販売、福祉ニーズを持つ人の居場所、生活・観光情報の発信等の

機能を持ち、子どもから高齢者までの地域住民や観光客など、多様な人々が利用し交流できる拠

点を整備します。 

 

具 体 的 な 施 策 ４－１－１ 小さな拠点事業 

事 業 概 要 

上総中野駅は、内房と外房を結ぶ重要な駅である。しかし駅周辺は、

地域人口の著しい減少等により閑散としている。この駅を小さな拠点と

し、観光客や地元の高齢者から子までが集える場所を整備する。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 地域住民との協議 ３回 

担 当 課 商工観光課、企画課、健康福祉課 
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【施策の基本的方向２】 地域公共交通網の充実・再編 

町内の各地域において過疎化が進む中でも、交通空白地帯が発生することのないよう、費用対

効果を考慮しながら、地域公共交通網の充実・再編を図ります。 

 

具 体 的 な 施 策 ４－２－１ 地域公共交通事業（路線バス） 

事 業 概 要 

地域バス会社が運行する路線バスの不採算路線へ補助金を交付し、地

域路線バスの維持継続を図り、日常生活における必要な外出手段を確保

していく。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 輸送人員 ６８，０００人／年 

担 当 課 企画課 

 

具 体 的 な 施 策 ４－２－２ 地域公共交通事業（いすみ鉄道） 

事 業 概 要 

町内在住の６０歳以上の方のいすみ鉄道利用者負担を低くして免許を

持つ人、持たない人に関係なくいすみ鉄道を利用して町内間を移動する

きっかけをつくり、少しでも歩くことで健康増進に繋げることといすみ

鉄道利用者の増大を図る。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 利用者延べ人数（純増） ２，２００／人 

担 当 課 企画課 

 

 

【施策の基本的方向３】 地域社会の再生 

誰もが住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるまちを形成するため、地域におけるコ

ミュニティ活動を維持・拡大します。 

また、地域社会の再生及び活性化を図るため、域内外の大学等と連携し、地域の課題認識及び

魅力を発掘することによって活力ある地域を創出します。 

 

具 体 的 な 施 策 ４－３－１ 地域防災力向上事業 

事 業 概 要 

「自助」、「共助」の考え方を浸透させるとともに、地域の自主防災力

強化に向け、自主防災組織の新規設立団体に救助用資機材を支給し、設

立支援や、各地区において防災訓練を実施する。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 自主防災組織設立 ２団体／年  防災訓練実施 １回／年 

担 当 課 総務課 
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具 体 的 な 施 策 ４－３－２ 無医地区けんこう講座 

事 業 概 要 
 無医地区となった老川地区を対象として、医師による健康講座等を実

施する。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 老川地区各行政区 １回以上／隔年 

担 当 課 健康福祉課 

 

具 体 的 な 施 策 ４－３－３ 介護予防普及啓発事業 

事 業 概 要 

 介護予防の普及啓発のために、はつらつ支援ボランティアの協力の

下、運動、口腔機能向上、認知症予防のためのレクリエーション等の介

護予防教室や運動機能の維持向上のための、「からだいきいき塾」を開催

し、健康寿命の延伸を図っていく。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 
介護予防教室  ６０回/年  からだいきいき塾 ２４回/年 

認知症予防教室 ２４回/年 

担 当 課 健康福祉課 

 

具 体 的 な 施 策 ４－３－４ コミュニティ育成事業 

事 業 概 要 

 地域コミュニティの活動拠点となる集会所の整備充実を図り、地域住

民の自助、連携意識を醸成し、住みよい地域社会を実現するため、補助

金を交付し、支援していく。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 １施設整備／年 

担 当 課 企画課 

 

具 体 的 な 施 策 ４－３－５ 地域おこし協力隊事業 

事 業 概 要 

 地域おこし協力隊として、都市住民を受け入れ、地域おこし活動の支

援や農林業の応援、住民の生活支援など｢地域協力活動｣に従事してもら

い、あわせてその定住・定着を図りながら、地域の活性化に貢献する。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 ５人／年 

担 当 課 企画課 
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具 体 的 な 施 策 ４－３－６ 集落支援員事業 

事 業 概 要 

 地域の実情に詳しい集落支援員が、集落を見回り、集落の状況把握、

集落点検の実施、住民と住民、住民と市町村の間で話し合いを促進する

など町職員と地域住民とともに集落対策を推進する。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 各地区１人／年 

担 当 課 企画課 

 

具 体 的 な 施 策 ４－３－７ 防犯対策事業 

事 業 概 要 

 関係機関と連携のもと、防犯知識の普及や防犯意識の啓発を推進して

いくとともに、高齢者を狙った特殊詐欺についても被害を抑制していく

ため、継続した対策を実施していく。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 特殊詐欺対応電話機購入補助 ３０件／年 

担 当 課 総務課 

【施策の基本的方向４】 広域連携の推進 

消防、防災、保健、医療、福祉、環境などの各分野における行政課題は、年々、高度化・多様

化していることから、市町村の行政区域を越えた広域連携により、行政運営の効率化を図ります。 

  

具 体 的 な 施 策 ４－４－１ 病院群輪番制病院運営事業 

事 業 概 要 

 夷隅郡市２市２町で運営する夷隅郡市広域市町村圏事務組合が夷隅医

師会と委託契約を結び、在宅当番医による休日診療業務及び病院群輪番

制を実施する。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標  ― 

担 当 課 健康福祉課 

 

具 体 的 な 施 策 ４－４－２ 電話医療相談 

事 業 概 要 
 夷隅郡市２市２町で運営する夷隅郡市広域市町村圏事務組合が外部委

託により 24時間対応の電話相談を無料で実施する。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標  ― 

担 当 課 健康福祉課 
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具 体 的 な 施 策 ４－４－３ 水道事業広域化事業 

事 業 概 要  夷隅郡市２市２町の水道事業統合に向けて取り組む。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標  ― 

担 当 課 環境水道課 

 

 

【施策の基本的方向５】 感染症対策の強化 

新たな感染症に対する感染防止策を進めるとともに、感染症に対応した新たな取組への支援

を進めていきます。 

 

具 体 的 な 施 策 ５－１－１ 感染症予防対策事業 

事 業 概 要 
感染症対策として、感染症の予防知識の啓発を図ることにより、感染

症予防や感染症発生時の早期対応のための体制を強化する。 

事 業 期 間 令和３年４月～令和８年３月 

重要業績評価指標 ― 

担 当 課 健康福祉課 
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IV. 総合戦略の進捗管理 

1. 総合戦略の周知 

総合戦略を効果的かつ効率的に推進するためには、住民をはじめ、行政、事業者、各種団

体など、地域社会を構成するすべての主体が連携・協働することが重要であり、それには１

人でも多くの方に本総合戦略の目標や施策の方向性、各主体に求められる役割等を知ってい

ただく必要があります。 

このため、本総合戦略の内容を町の広報紙やホームページ等を活用して紹介するととも

に、本総合戦略を住民や関係者等に配布し、積極的な周知を図ります。 

 

2. 総合戦略の進捗管理 

前述のとおり、本総合戦略では、４つの基本目標とそれぞれに対応した数値目標を明らか

にするとともに、これを達成するための具体的な施策及び重要業績評価指標を設定しました。 

本総合戦略の推進に当たっては、基本目標に係る数値目標や具体的な施策に係る重要業績

評価指標の達成度により進捗を管理するとともに課題を抽出し、改善の動きにつなげる「Ｐ

ＤＣＡサイクル」を導入することとします。 

その際、外部有識者等を含む機関において、基本目標に係る数値目標や具体的な施策に係

る重要業績評価指標の達成度を検証するとともに、課題の解決に向けた取り組みの提案を受

けることにより、ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理の高度化を図ります。 

 

■ＰＤＣＡサイクル 

Ｐ（プラン：戦略策定） 

Ｄ（ドゥ：戦略実施） 

Ｃ（チェック：達成評価） 

Ａ（アクション：改善） 

・どのような取り組みを展開するのか。 

・取り組みは着実に実行できたか。 

・取り組みを実施してＫＰＩを達成できたか。 

・取り組みの改善点は何か。 
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I. 大多喜町総合戦略推進会議設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 まち・ひと・しごと創生法（平成２６年法律第１３６号）第１０条第１

項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」と

いう。）の策定及び推進に当たり、広く関係者の意見を反映させるため、大

多喜町総合戦略推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、次の事項について審議するものとする。 

（１） 総合戦略の策定に関する事項 

（２） 総合戦略の推進に関する事項 

（３） 総合戦略の達成度の検証に関する事項 

（４） 前３号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項 

（組織） 

第３条 推進会議は、委員２４人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のう

ちから、町長が委嘱する。 

（１） 住民で組織する団体の代表者 

（２） 産業関係の代表者 

（３） 学校関係の代表者 

（４） 金融関係の代表者 

（５） その他町長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。 

２ 委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員の再任は、妨げないものとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第６条 推進会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長

となる。 

２ 会長が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明

を聴くことができる。 
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（事務局） 

第７条 推進会議の事務局は、企画課において行うものとする。 

 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会

長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

（招集の特例） 

２ この告示による最初の推進会議は、第６条第１項の規定にかかわらず、町

長が招集するものとする。 

附 則（平成２９年３月３１日告示第２２号） 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 
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II. 大多喜町総合戦略推進会議委員名簿 

令和６年８月１日現在 

区 分 氏 名 備 考 

会 長 平 林  昇 町長 

副会長 渡 辺  泰 宣 大多喜町議会議長 

第３条第１号 

に定める委員

（住民団体） 

中 嶋  庸 三 老川地区区長会 

齋 藤  信 一 西畑地区区長会 

磯 野  克 之 総元地区区長会 

関   一 憲 大多喜地区区長会 

三 神  隆 夫 上瀑地区区長会 

田 邉  壮 玄 大多喜町子ども会育成会連絡協議会 

第３条第２号 

に定める委員 

（産業関係） 

小 海  哲 郎 大多喜町企業連絡協議会 

小 髙  一 哲 大多喜町農林業振興協議会 

髙 橋  喜 彦 大多喜町商工会 

野 口  宗 生 大多喜町観光協会 

第３条第３号 

に定める委員 

（学校関係） 

杉  正 純 三育学院大学 

第３条第４号 

に定める委員 

（金融関係） 

 阿 部  幹 男 千葉銀行大多喜支店 

辻 子  賢 一 銚子信用金庫大多喜支店 

第３条第５号 

に定める委員

（議会） 

野 村  賢 一 大多喜町議会議員、総合開発審議会 

麻 生  勇 大多喜町議会議員、総合開発審議会 

〃 

（一般住民） 

野 口  智 子  

髙 嶋  佑 実  

福 原  眞 弓  

〃 

（行政） 

西 郡  栄 一 副町長 

佐久間 靖夫 教育長 
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III. 大多喜町まち・ひと・しごと創生推進本部設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大多喜町の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に

関する施策に関し、基本的な計画（以下「大多喜町まち・ひと・しごと創生総

合戦略」という。）を策定するため、大多喜町まち・ひと・しごと創生推進本

部（以下「本部」という。）を設置することについて、必要な事項を定めるも

のとする。 

（所掌事務） 

第２条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。 

（１） 大多喜町まち・ひと・しごと創生総合戦略の案の作成及び施策の推進  

に関すること。 

（２） 大多喜町まち・ひと・しごと創生総合戦略の案の作成及び施策の推進 

に当たっての情報共有及び連絡調整に関すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、大多喜町まち・ひと・しごと創生総合戦 

略の推進等に関し、町長が必要と認めること。 

（組織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

（本部長） 

第４条 本部長は、大多喜町長をもって充てる。 

２ 本部長は、本部を代表し、本部を総括する。 

（副本部長） 

第５条 本部に副本部長を置き、副町長をもって充てる。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、

その職務を代理する。 

（本部員） 

第６条 本部に本部員を置き、大多喜町課長会議規程（平成２２年訓令第１１号）

第３条第１項に規定する課長会議の構成員をもって充てる。 

（本部会議） 

第７条 本部会議は、本部長が招集し、議長となる。 

２ 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者を本部会議に出席させるこ

とができる。 

（専門部会） 

第８条 本部に専門部会（以下「専門部会」という。）を置くことができる。 

２ 専門部会は、大多喜町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に関する調査

研究を行う。 

３ 専門部会員は、本部長が指名する者をもって充てる。 

４ 専門部会に部会長を置き、本部長が指名する者をもって充てる。 
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５ 専門部会に副部会長を置き、部会長が指名する者をもって充てる。 

（庶務） 

第９条 本部に関する庶務は、企画課において処理する。 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成２９年３月３１日告示第２２号） 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

大多喜町まち・ひと・しごと創生推進本部部員（第６条） 

町長 

副町長 

教育長 

議会事務局長 

会計室長 

総務課長 

企画課長 

財政課長 

税務住民課長 

健康福祉課長 

建設課長 

農林課長 

商工観光課長 

環境水道課長 

教育課長 

生涯学習課長 
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IV. 大多喜町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定方針 

 

１ 策定の趣旨 

国においては、急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めを

かけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい

環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくことを目的に、平

成２６年１２月に、まち・ひと・しごと創生法に基づく「総合戦略」と「長期ビジョ

ン」が閣議決定された。 

一方、本町においては、少子高齢化がすでに始まり、今後も人口減少が進む見込

みであることから、人口減少の克服、地域経済の維持、活力ある地域産業の発展など

様々な課題への対応が求められている。 

そこで、まち・ひと・しごと創生法に基づき、国及び千葉県が策定する総合戦略

を勘案し更には、大多喜町人口ビジョンの分析を踏まえ、本町の持つ地域の特性を生

かした「しごと」と「ひと」の好循環を生み出し「まち」の活性化に繋げるため、「大

多喜町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定する。 

２ 策定内容 

⑴ 大多喜町人口ビジョン 

本町の人口の現状分析を行い、人口問題に関する基本認識を共有し、今後目指 

すべき将来の方向と人口の将来展望を示す長期的な人口ビジョンを定める。 

⑵ 大多喜町総合戦略 

人口ビジョンで示した、本町の人口の現状と将来の姿を踏まえ、今後５か年の 

取り組むべき施策の基本的方向や具体的な施策を定める。 

３ 対象期間 

⑴ 大多喜町人口ビジョン 

国の長期ビジョンの期間である平成７２（２０６０）年までに合わせ、本町で

も同年までの人口推計を行う。 

⑵ 大多喜町総合戦略 

令和３年度から令和７年度までの５年間とする。 

４ 検討項目 

⑴ 大多喜町における安定した雇用を創出する。 

⑵ 大多喜町への新しいひとの流れをつくる。 

⑶ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる。 

⑷ 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携

する。 

※その他必要に応じて、検討項目を加えるものとする。 
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５ 策定体制 

⑴ 大多喜町総合戦略推進会議（外部組織） 

大多喜町まち・ひと・しごと創生総合戦略及び大多喜町人口ビジョンの策定、

推進に当たり、町民、産業関係、教育関係、金融関係等（産官学金労言）の関係

者の意見を反映させるため、大多喜町総合戦略推進会議を設置する。 

※大多喜町まち・ひと・しごと創生総合戦略は、総合計画との整合性を図る必要

もあるため、総合計画を検討する機関である大多喜町総合開発審議会委員を含

め組織する。 

⑵ 大多喜町まち・ひと・しごと創生推進本部（庁内組織） 

大多喜町まち・ひと・しごと創生総合戦略及び大多喜町人口ビジョンの策定、 

推進に当たり、全庁的に取り組むため、町長を本部長とする大多喜町まち・ひと・

しごと創生推進本部を設置する。 

大多喜町まち・ひと・しごと創生推進本部に専門部会を置き、大多喜町人口ビ 

ジョン素案、大多喜町まち・ひと・しごと創生総合戦略素案の作成に関する調査

研究を行う。 

⑶ 各種団体懇話会 

大多喜町まち・ひと・しごと創生総合戦略及び大多喜町人口ビジョンの策定、

推進に当たり、広く町民の意見や提案を計画に反映させるため、各種団体との懇

話会を適宜実施する。 

６  策定時期 

令和３年３月までの策定を目指す。 

７ その他 

⑴ 策定に当たっては、大多喜町第３次総合計画との整合性を図るものとする。 

⑵ 大多喜町まち・ひと・しごと創生総合戦略は、ＰＤＣＡサイクルに基づき、実

施した施策や事業の効果を検証し、必要に応じて総合戦略を改定するものとする。 

⑶ 大多喜町まち・ひと・しごと創生総合戦略及び大多喜町人口ビジョンの概要等

は、町ホームページ等により公表するものとする。 

⑷ この方針に定めるもののほか、大多喜町まち・ひと・しごと創生総合戦略及び

大多喜町人口ビジョンの策定に必要な事項は、別に定める。 
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